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ま
た
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
客
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
重
要
な
拠
点
施
設
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
市
の
施
設
と
し
て
機
能
修
繕
に
よ
る
維
持
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
佐
和
田
森
林
公
園
オ
ー
ト
パ
ー
ク
さ
わ
た
）

 

意
見
・
要
望 　

ア
ウ
ト
ド
ア
の
需
要
が
増
え
て
い
る
た
め
、
よ
り
活
用
で
き
る
よ
う

創
意
工
夫
し
て
い
く
こ
と
。

 

対
応
状
況 　

施
設
利
用
者
と
の
対
話
を
大
切
に
し
、
周
辺
の
お
店
を
紹
介
す
る
な

ど
地
域
へ
の
消
費
誘
導
も
行
い
な
が
ら
、
「
快
適
に
過
ご
し
て
も
ら
え
る
施
設
」

を
目
指
し
て
運
営
を
進
め
て
い
る
中
で
、
連
泊
や
リ
ピ
ー
タ
ー
が
増
え
て
き
て
い

る
。

　
　

今
後
も
施
設
利
用
者
か
ら
の
意
見
を
大
切
に
創
意
工
夫
し
、
多
く
の
ア
ウ
ト
ド

ア
客
に
活
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
進
め
て
い
く
。

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て（
両
津
総
合
体
育
館
）

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
佐
渡
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ウ
ス
、
佐
渡
市
陸
上
競
技
場
）

 

意
見
・
要
望 　

指
定
管
理
者
の
申
請
様
式
に
基
づ
か
な
い
様
式
が
審
査
の
過
程
で
明

ら
か
に
な
っ
た
。
募
集
及
び
審
査
に
お
い
て
厳
格
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

 

対
応
状
況 　

指
摘
を
踏
ま
え
、
今
後
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
審
査
に
お
い
て
は
、

慎
重
に
対
応
し
た
い
。

令
和
元
年
度
佐
渡
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
９
号
）に
つ
い
て

○
２
款
総
務
費　
１
項
総
務
管
理
費　
６
目
企
画
費　
交
流
居
住
・
定
住
促
進
対
策

事
業
に
つ
い
て

 

意
見
・
要
望 　

さ
ど
ま
る
倶
楽
部
の
受
付
業
務
を
佐
渡
観
光
交
流
機
構
に
委
託
し
て

い
る
が
、
以
前
か
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
市
と
佐
渡
観
光
交
流
機
構
の
業
務
の

区
分
け
が
非
常
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
市
と
し
て
佐
渡
観
光
交
流
機
構
と
協
議
し
、

事
業
仕
分
け
が
明
確
に
な
る
よ
う
求
め
る
。

 

対
応
状
況 　

さ
ど
ま
る
倶
楽
部
事
業
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
佐
渡
観
光
交
流

機
構
と
協
議
し
、
担
当
業
務
を
分
担
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

〇
７
款
商
工
費　
１
項
商
工
費　
３
目
観
光
費　
観
光
振
興
対
策
事
業
に
つ
い
て

 

意
見
・
要
望 　

ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
に
よ
る
旅
行
商
品
の
造
成
に

は
赤
泊
地
区
に
配
慮
す
る
よ
う
、
長
岡
佐
渡
広
域
観
光
協
議
会
で
十
分
に
協
議
す

る
こ
と
。

 

対
応
状
況 　

令
和
元
年
度
に
商
品
造
成
を
行
っ
た
旅
行
会
社
や
今
後
造
成
が
見
込

ま
れ
る
旅
行
業
者
を
訪
問
し
、
赤
泊
地
区
の
地
域
資
源
や
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど

の
詳
細
な
説
明
を
行
い
、
赤
泊
地
区
の
活
用
を
促
し
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
チ
ャ
ー
タ
ー
便
に
よ
る
旅
行
商
品
造
成
事
業
の
令

和
２
年
度
の
公
募
要
領
に
お
け
る
支
援
内
容
に
、
赤
泊
地
域
の
観
光
施
設
等
を
訪

問
し
た
場
合
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
赤
泊
地
区
の
活
用
促
進

が
図
ら
れ
る
よ
う
進
め
て
い
る
。

〇
11
款
災
害
復
旧
費　
１
項
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
費　
１
目
農
地
農
業
用
施
設

災
害
復
旧
費　
農
地
単
独
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て

 
意
見
・
要
望 　

中
山
間
地
域
で
の
被
災
が
多
い
が
、
そ
の
地
域
の
被
災
を
防
止
若
し

く
は
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
平
野
部
で
の
被
災
の
軽
減
に
繋
が
る
。
農
地
保
全
に

よ
る
災
害
防
止
及
び
災
害
復
旧
の
面
か
ら
も
本
事
業
に
対
す
る
受
益
者
の
負
担
の

軽
減
を
求
め
る
。

 

対
応
状
況 　

現
時
点
で
は
、
他
の
事
業
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
市
の
基
本
的
な

基
準
を
上
回
る
補
助
率
の
改
定
は
考
え
て
い
な
い
。
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議案の番号 件　名 審議結果

議案第１号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について ◎

議案第２号 佐渡市固定資産評価審査委員会条例及び佐渡市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
いて ◎

議案第３号 公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第４号 佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第５号 佐渡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第６号 佐渡市診療所条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第７号 佐渡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第８号 佐渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について ◎

議案第９号 佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第10号 佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第11号 佐渡市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第12号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
の一部を改正する条例の制定について ◎

議案第13号 佐渡市辺地総合整備計画(平成31(2019)年度～2021年度)の変更について ◎

議案第14号 佐渡市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の変更について ◎

議案第15号 市道路線の認定について ◎

議案第16号 市道路線の廃止について ◎

議案第17号 令和元年度佐渡市一般会計補正予算（第11号）について ○

議案第18号 令和元年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について ◎

議案第19号 令和元年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について ◎

議案第20号 令和元年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第５号）について ◎

議案第21号 令和元年度佐渡市下水道特別会計補正予算（第３号）について ◎

議案第22号 令和元年度佐渡市歌代の里特別会計補正予算（第４号）について ◎

議案第23号 令和元年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第４号）について ◎

議案第24号 令和元年度佐渡市病院事業会計補正予算（第３号）について ◎

議案第25号 令和元年度佐渡市水道事業会計補正予算（第３号）について ◎

議案第26号 令和２年度佐渡市一般会計予算について 修正可決

議案第27号 令和２年度佐渡市国民健康保険特別会計予算について ○

議案第28号 令和２年度佐渡市後期高齢者医療特別会計予算について ○

議案第29号 令和２年度佐渡市介護保険特別会計予算について ○

議案第30号 令和２年度佐渡市小水力発電特別会計予算について ◎

議案第31号 令和２年度佐渡市歌代の里特別会計予算について ○

議案第32号 令和２年度佐渡市すこやか両津特別会計予算について ○

議案第33号 令和２年度佐渡市五十里財産区特別会計予算について ◎

議案第34号 令和２年度佐渡市二宮財産区特別会計予算について ◎

議案等の審議結果一覧 ◎は全会一致で可決、○は賛成多数で可決、×は否決、△は継続審査

第1回（2月）定例会
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◇賛否等の内訳　　上表の賛否の分かれた議案(網掛け)について、議員別に賛否等を公表します。

議
案
等
の
番
号

議
決
結
果

賛否
の別 新生クラブ 政友会

日本
共産党
市議団

市
政
会

地域政策
研究会

公
明
党

国
民

民
主
党 政風会 無会派 議

長 

猪
股　

文
彦

賛
成

反
対

佐
々
木
ひ
と
み

広
瀬　

大
海

上
杉　

育
子

駒
形　

信
雄

金
田　

淳
一

佐
藤　
　

孝

稲
辺　

茂
樹

岩
﨑　

隆
寿

中
川　

直
美

中
村　

良
夫

竹
内　

道
廣

後
藤　

勇
典

渡
辺　

慎
一

祝　
　

優
雄

山
田　

伸
之

近
藤　

和
義

室
岡　

啓
史

坂
下　

善
英

伊
藤　
　

剛

荒
井　

眞
理

17 可決 14 ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

26修正 可決 16 ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

26修正
除く原案 可決 14 ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○

27 可決 16 ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 可決 14 ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

29 可決 16 ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 可決 18 ２ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 可決 18 ２ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 可決 19 １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願１ 可決 16 ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

陳情２ 可決 19 １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

※�○は賛成、●は反対、退は退席、欠は欠席。なお、議長は採決に加わらない。

議案の番号 件　名 審議結果

議案第35号 令和２年度佐渡市新畑野財産区特別会計予算について ◎

議案第36号 令和２年度佐渡市真野財産区特別会計予算について ◎

議案第37号 令和２年度佐渡市病院事業会計予算について ○

議案第38号 令和２年度佐渡市水道事業会計予算について ◎

議案第39号 令和２年度佐渡市下水道事業会計予算について ◎

議案第40号 令和元年度佐渡市一般会計補正予算（第12号）について ◎

議案第41号 アミューズメント佐渡改修（建築）工事請負契約の締結について ◎

議案第42号 アミューズメント佐渡改修（電気設備）工事請負契約の締結について ◎

議案第43号 アミューズメント佐渡改修（機械設備）工事請負契約の締結について ◎

請願第１号 基礎年金の改善を求める意見書採択の請願 趣旨採択

令和元年
陳情第15号 地産地消の促進についての陳情 趣旨採択

陳情第１号 厚生労働省による「地域医療構想」推進のための公立・公的病院の「再編・統合」に抗議し、地
域医療の拡充を求める陳情 ◎

陳情第２号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情 一部採択

陳情第３号 新型コロナウイルス感染症への対応に係る陳情 ◎

発議案第１号 佐渡市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について ◎

発議案第２号 厚生労働省が公表した公立・公的病院の再編・統合の白紙撤回と地域医療の拡充を求める意見
書の提出について ◎

発議案第３号 最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書の提出について ◎

発議案第４号 新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書の提出について ◎
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佐
渡
市

議
会
だ
よ
り

表紙写真　大募集 市民の皆様に親しまれ、議会をより身近に感じていただけるよう、
佐渡市議会だよりの表紙写真を募集しています。

【応募資格】	佐渡市内に在住、在勤、在学の方
【募集作品】	○撮影場所　佐渡市内で撮影したものに限ります。
	 ○応募点数　応募は１人、１回につき３点までとします。
	 ○	被 写 体　	四季折々の風景、まつり、学校行事、地域行事等の各種イベント（人物、風景は

問いません）
	 ○規 格 等　	デジタル写真データ（５MBまで）で提出いただくものに限ります。
【応募締切】	次号（令和2年8月発行）の締切は令和２年７月１日㈬です。
　※詳しくは、佐渡市議会ホームページまたは佐渡市議会事務局まで

第
64号

　
2020年（

令
和
2年
）6月

10日
発
行
　
発
行
：
佐
渡
市
議
会
　
責
任
者
：
佐
藤
孝
　
編
集
：
議
会
広
報
特
別
委
員
会
　
�〒
952-1393　

新
潟
県
佐
渡
市
河
原
田
本
町
394　

☎
0259-57-8133

　代表質問とは？　
　毎年最初の定例会（３月）で、市長の施政方針と当初予算について行われ、各会派から１人が代表と
して質問します。質問回数は演壇における１回で、質問時間は、５人未満会派は 25分以内、５人以上
会派は 35分以内となります。

　会派とは？　
　市議会の中で、主義、主張等を同じくする議員で構成された団体のこと。公党の場合は１人でも会派
を作ることができます。

定
例
会
の
仕
組
み

　

市
議
会
は
い
つ
も
開
か
れ
て
い
る
訳
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
決
ま
っ
た
時
期
に
開
か

れ
る
議
会
を
「
定
例
会
」
と
い
い
、
佐
渡

市
の
定
例
会
は
年
間
４
回
（
通
常
３
月
、

６
月
、
９
月
、
12
月
）
開
か
れ
、
市
長
や

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
る
議
案
や
、
市
民
等

か
ら
要
望
さ
れ
る
請
願
・
陳
情
等
に
つ
い

て
審
議
し
ま
す
。

　

議
案
等
の
審
議
は
本
会
議
と
委
員
会
に

分
か
れ
ま
す
。

本
会
議

　

条
例
や
予
算
決
算
等
の
議
案
や
意
見
書

に
つ
い
て
審
議
し
、
議
決
し
ま
す
。
議
決

さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
佐
渡
市
の
意

思
と
な
り
、
市
役
所
（
行
政
）
で
運
営
さ

れ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
代
表
質
問
や
一
般
質
問
を
す
る

こ
と
で
、
市
政
の
チ
ェ
ッ
ク
や
提
案
を
行
っ

て
い
ま
す
。

委
員
会

　

専
門
的
に
議
案
審
査
を
行
う
必
要
が
あ

る
議
案
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
付
託
さ

れ
ま
す
。
委
員
会
に
は
総
務
文
教
、
市
民

厚
生
、
産
業
建
設
の
３
つ
の
常
任
委
員
会

の
ほ
か
、
議
会
広
報
特
別
委
員
会
が
あ
り

ま
す
。

市
議
会
の
運
営

（
定
例
会
の
流
れ
）

議 案
ぎあん

議 決
ぎけつ

本会議
ほんかいぎ

請願･陳情
せいがんちんじょう

意見書
いけんしょ

報告 付託

委員会

ほうこく ふたく

いいんかい

市長や議員から議案が
提出されます。

議決の結果を
市長に送付します。

市だけでは解決できない
問題は、国などへ意見書
として提出します。

議案や請願等は、3つの常任委員会や必要な
ときにつくられる特別委員会でくわしく調査します。
その結果は、本会議で委員長から報告されます。

市への要望は、請願や陳情
として市議会に提出する
ことができます。

原案
可決

佐渡市議会に関する基礎知識・用語❶

議会広報に関するご意見等はgikaidayori@city.sado.niigata.jpまでお願いします。


